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（令和６年（2024年）２月１日以降積算基準日適用）漁港関係工事積算基準　の　改定・追加・訂正



仮－16

運用資料－３ 防寒費に係る取扱いについて

１ 適用基準

防寒費に係る基準は、「土木工事積算基準」を適用する。

２ コンクリート防寒養生費における取扱い

代価表（歩掛）に特別の定めがある場合を除き、コンクリート打設で特殊養生（防寒養生）を別途計上す

る場合は、一般養生分として、１０ｍ３当り 普通作業員×０.０１ の費用を控除すること。

３ 場所打式本体工（水中コンクリート）

１）防寒費について

場所打式本体工（水中コンクリート）を寒中コンクリートとして施工する際は、適切に防寒費を積算

計上すること。

２）耐寒剤の使用について

外海に面する防波堤等については、耐寒剤使用を標準とする。

なお、上記以外の構造物については、「５ その他の工種」による。

４ 上部工（上部コンクリート、胸壁コンクリート）

上記１ 「場所打式本体工（水中コンクリート）」と同様とする。

５ その他の工種

その他の工種については、通常の防寒囲い、防寒養生の組み合わせを標準とする。

耐寒剤の使用については、次頁「寒中コンクリート施工における耐寒剤の選定フローと解説（参考）」

により判断すること。

６ その他

耐寒剤の積算・施工管理については、「耐寒剤を用いる寒中コンクリートの運用（案）について（通知）

：平成１４年９月１１日付け建技第４２７号」、「耐寒剤を用いる寒中コンクリートの運用（案）の留意事

項について：平成２１年９月１４日付け建技第７２０号」、「耐寒剤運用マニュアル（案）：平成１７年３

月通年施工推進協議会」により適切に積算等を行うこと。

また、耐寒剤使用時のシート囲いは図－１養生シート標準図を参考にすること。

図－１ 養生シートの標準図
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